
 

 

令和３年第６回佐伯市教育委員会会議録 

 

１ 日 時   令和３年４月２８日（水） 

        開会 １４時５３分  閉会 １５時３３分 

２ 場 所   佐伯市教育委員会 第１市民活動室 

３ 出席者の氏名 

教育長 宗岡 功 

委 員 米倉 ゆかり        委 員 岩佐 礼子 

委 員 平井 國政         委 員 小寺 香里 

４ 事務局 

 教育部長    渡邉 和彦    

次長兼教育総務課長（以下、「教総課長」という。）坪矢 一義     

学校教育課長（以下、「学教課長」という。）石井 睦基     

社会教育課長参事（以下、「社教参事」という。）吉武 牧子 

体育保健課長 佐藤 好昭    

本日の書記   総括主幹 御手洗 薫  副主幹 團塚 竜二 

５ 付議した議案   ５件 

６ 報告事項等    １件 

７ その他      ０件 

８ 傍聴人      ０名 

 

開会・点呼 

 

教育長   それでは、委員の出席確認をいたします。 

      本日は、全委員が出席です。 

 

教育長   ただいまから令和３年第６回教育委員会会議を開会します。 

 

前回会議録の承認 

 

教育長   前回の佐伯市教育委員会の会議録の承認を平井委員お願いいたします。 

      （会議録に署名） 

 

教育長の報告 

 

・入学式について 

・大分県学力調査について 

・修学旅行について（5/10～） 

・聖火リレーについて 

 



 

 

会期の決定 

 

教育長   本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。会議の終了は 16 時 10 分を

予定しています。よろしくお願いします。 

 

議   事 

 

教育長   はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議を公開しな

いことについてお諮りします。 

 

教育長   議案第15号は、人事に関する案件、議案第16号は個人情報を含む案件ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項ただし書の規定により、

これを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りします。議案第 15 号及

び議案第 16 号は、公開しないということでよろしいでしょうか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との同意あり） 

 

教育長   それでは、議案第 15 号及び議案第 16 号は非公開といたします。 

 

教育長   本日の議事等進行は、はじめに公開による議事（議案第 13 号、第 14 号、第 17

号）及びその他（報告事項等）を行い、次に非公開による議事（議案第 15 号、

第 16 号）を行いますので、よろしくお願いします。 

 

【議 案】 

   議案第 13 号 佐伯市歴史資料館長の任命について 

 

教育長   それでは、議案第 13 号「佐伯市歴史資料館長の任命について」提案しますので、

坪矢教育総務課長から説明いたします。 

       

教総課長  佐伯市歴史資料館長の任命についてご説明します。資料の１ページをご覧くださ

い。令和２年度末をもちまして、会計年度任用職員でありました館長が退職され

たことに伴い、新たに社会教育課文化財係の総括主幹、橋本紀昭を館長に任命し

ようとするものです。これまで、社会教育課文化財係の職員は、まな美１階の社

会教育課と歴史資料館の２つの施設に分かれて業務にあたっていましたが、令和

３年４月１日から係全体が歴史資料館へ移転をしたところです。資料の下段にあ

りますように、歴史資料館の館長は必置規定でありますので、当初は社会教育課

長を任命することも検討しましたが、課長の業務を館長が専決することができる

ため、歴史資料館施設内に席を置く橋本総括主幹を任命し、円滑な事務運営を図

ろうとするものです。以上で説明を終わります。 

 



 

 

教育長   ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質問、ご意見のある

方はお願いします。 

 

平井委員  橋本さんはどのような方ですか。 

 

教総課長  社会教育課文化財係の職員で総括をしております。 

 

平井委員  何か特別な資格を持っているのですか。 

 

教総課長  特に資格等は持っておりません。 

 

教育長   総括は何年目ですか。 

 

社教参事  ２年目です。 

 

教育長   他にございませんか。よろしいでしょうか。 

 

教育長   それでは、議案第13号の承認についてお諮りいたします。議案第13号について、

提案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との同意あり） 

 

教育長   議案第 13 号については、提案どおり承認します。 

 

議案第 14 号 佐伯市教育委員会事務局職員の人事異動について 

 

教育長   それでは、議案第 14 号「佐伯市教育委員会事務局職員の人事異動について」提案

しますので、坪矢教育総務課長から説明いたします。 

 

教総課長  佐伯市教育委員会事務局職員の人事異動についてご説明します。資料の３ページ

をご覧ください。今回の人事異動は例年４月１日に行われています定期の人事異

動を、市長市議選挙後ということで、５月１日付けで行うものです。詳細につき

ましては、４ページをご覧ください。内容としましては、課長級で、社会教育課

の吉岡課長補佐が選挙管理委員会事務局長に、教育総務課の川野課長補佐が社会

教育課長にそれぞれ昇任いたします。また、課長補佐級で３名、総括主幹で８名、

一般職員で１２名、再任用職員１名、全体で２６名の異動となっています。説明

は以上です。 

 

教育長   ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質問、ご意見のある

方はお願いします。 



 

 

 

教育長   なければ、議案第 14 号の承認についてお諮りいたします。議案第 14 号について、

承認してもよろしいですか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との同意あり） 

 

教育長   議案第 14 号については、提案どおり承認します。 

 

議案第 17 号 佐伯市立幼稚園教育指導方針について 

 

教育長   それでは、議案第 17 号「佐伯市立幼稚園教育指導方針について」提案しますので、

石井学校教育課長から説明いたします。 

 

学教課長  議案第 17 号「佐伯市立幼稚園教育指導方針について」、教育委員会の承認を求め

ます。理由は、本市の幼稚園教育に係る指導方針を作成し示すことにより、各市

立幼稚園の令和３年度からの教育目標や運営方針などに反映させる必要があるた

めです。本来であれば３月の教育委員会で議案とするべきところですが、３月末

までに方針が固まらなかったことから、現在、案としてこの方針を各幼稚園に示

しており、今回の承認を持って差し替える形とさせていただきたいと考えていま

す。それでは 12 ページからの指導方針をご覧ください。本方針案は、国の「幼稚

園教育要領」、県の「大分県幼児教育振興プログラム」を参考に策定しています。

目指す子ども像を「すすんで人や物にかかわり、しんけんに遊ぶ子どもの育成」

を柱に、「あきらめずに考えたり、工夫したりする子どもたち」「友だちと協力

し合い、言葉による伝え合いをたのしむ子どもたち」としています。「指導の重

点」として、左側に４点示し、各重点に関わる主な取組を右側に示しています。

本日は重点のみ紹介します。重点１は「生きる力の基礎を育む教育課程の編成」

です。教育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」を柱に、

一人一人の発達に必要な体験が得られるような環境構成や援助を行い、求められ

る３つの資質・能力を育むことを目指します。重点２は「指導力・環境構成力の

向上」です。若手教員の育成を含めて、各幼稚園における研修を通して、指導力

の向上を目指します。重点３は「家庭や地域の要請に応える園経営」です。学校

自己評価や学校関係者評価を活かし運営の充実を図るとともに、預かり保育を通

して地域の子育て支援に努めます。最後に重点４は「幼稚園間等の交流や連携の

充実」です。他の園や小学校との交流、園児・教職員の交流を通して、教育の充

実を図ります。14 ページをご覧ください。こちらには１年を５つの期に分け、各

期において目指す子ども像を発達の家庭とともに示しています。以上を方針とし

て示し、本市幼稚園教育の充実を図っていきたいと考えています。以上で議案第

17 号の佐伯市立幼稚園教育指導方針についての説明を終わります。 

 

教育長   ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質問、ご意見のある



 

 

方はお願いします。 

 

岩佐委員  私自身が食育に関わっているのでお聞きしますが、菌ちゃん農業は市立幼稚園で 

行っているのですか。 

 

学教課長  私が把握している範囲では、小学校が実施しています。幼稚園は芋植え等を行っ 

ていますが、菌ちゃん農業を行っているかは把握しておりません。 

 

岩佐委員  コロナ化で外に出る機会も減り、自然に関わる機会も少ないので、取り組めるチ 

ャンスがあれば行ってほしいです。 

 

学教課長  はい。ありがとうございます。 

 

教育長   幼稚園の普段の取組みを委員に紹介できれば良いと思います。 

 

学教課長  はい。分りました。 

 

教育長   他にございませんか。 

 

小寺委員  日頃の教育の方向性や発達段階の時にどのくらいの力を付けていればよいのか等、

家庭と園が連携していくところに、この表があるだけでも保護者が目を通し、会

話の中で保護者同士が話を行う機会が確保されることで保護者間で一人にならな

い保育ができる、学校との連携がしやすくなるので情報の共有を教育委員会から

発信していただければよいと思います。 

 

学教課長  保護者や地域の方に情報の見える化ができるようにしていきたいです。 

 

米倉委員  重点４の「他園・小学校等との交流の充実」、「小学校教育との円滑な接続」の 

ところで、中学校に上がるときに小学校の児童に体験授業ができるようなシステ 

ムを取られていて、中学校に対する期待や違う学校の生徒とも交流ができるなど

心の準備ができていると思っています。幼稚園から小学校に上がるときにも、幼

稚園だけではなく、子ども園や私立幼稚園であれば方針も違っていたりして、円

ごとに子どもと向き合うような印象を持っておりますので、もし小学校の入学前

に体験入学のシステムを中学校がうまくいっているので、小学校にも導入しても

らえたらよいと思います。 

 

学教課長  資料にも記載をしておりますが、幼稚園では幼稚園から小学校へ上がるときのア 

プローチカリキュラムということで小学校への準備を行っております。小学校へ 

入学後も幼稚園の生活を反映させながら取組みを行うカリキュラムを作っており 

ます。また、公立限定ですが幼稚園時に小学校５年生と交流を行って、小学校１ 



 

 

年生になったときに顔見知りのお兄さん、お姉さんが来てくれるような流れを作 

り、円滑に小学校生活に入っていけるような状況です。ただ、委員ご指摘のとお 

り、私立幼稚園や子ども園の子どもと小学生がどのような形で交流を行っていく 

かが今後の課題と思っております。 

 

教育長   他にございませんか。 

 

教育長   なければ、議案第 17 号の承認についてお諮りいたします。議案第 17 号について、

承認してもよろしいですか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との同意あり） 

 

教育長   議案第 17 号については、提案どおり承認します。 

 

報告事項等 

・次回教育委員会までの主要行事について 

 

教育長   それでは、先に非公開と決定しました議事（議案第 15 号、議案第 16 号）を行い

ますので、関係課長のみ在室とし、その他の課長及び傍聴人は退出してください。 

 

教育長   議案第 15 号「令和３年度佐伯市奨学金奨学生選考委員会委員の選任について」提

案しますので、石井学校教育課長から説明いたします。 

 

      ＝非公開＝ 

 

＝資料を説明＝ 

 

      ＝原案のとおり承認＝ 

 

教育長   議案第 16 号「校区外就学の承認について」提案しますので、石井学校教育課長か

ら説明いたします。 

 

      ＝非公開＝ 

 

＝資料を説明＝ 

 

      ＝原案のとおり承認＝ 

 

教育長   以上で予定した議事を終了します。最後にその他、何かございますか。 

 



 

 

各委員  （確認：特になし） 

 

特にないようですので、以上で本日の第６回佐伯市教育委員会を終了します。  

 

                            終了１５時３３分 

                 


